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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年10月４日付で金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６

号、第12号および第19号の規定に基づき臨時報告書を提出しましたが、訴訟の解決の内容について、相手方との交渉の

結果、開示可能な範囲が拡大しましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報

告書を提出するものであります。

 

２【訂正内容】

訂正箇所には下線を付しております。

 

４．当該訴訟の解決があった年月日（当該事象の発生年月日）、解決の内容および損害賠償支払金額

② 解決の内容および損害賠償支払金額

（訂正前）

当社からSTPに対して和解金５百万米ドルを支払うとともに、シールド掘進機の補修のために当社およびSTPで発

生した費用はそれぞれが負担することにより、STPは訴えを取り下げる和解が成立しました。

 

（訂正後）

当社からSTPに対して和解金５百万米ドルを支払うとともに、シールド掘進機の補修のために当社およびSTPで発

生した費用はそれぞれが負担すること、および、別途米国裁判所で係属中であるSTPが提起し、Hitachi Zosen

U.S.A. Ltd.が原告として参加している保険金請求権確認訴訟の結果によっては、当社の損失が一部回復するまた

は当社が追加で費用を一部負担するという条件により、STPは訴えを取り下げる和解が成立しました。

 

 

以　上
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